
日
の
研
讃
’

Z
待
た
ん
。

｜
｜
大

E
r己
主
月
十
日
記
マ
。
ー
ー

数
機
時
園
抄
大
綱

f「

* 
前）

泉

義

敬

本

論（
＝
）
本
捗
の
結
構

本
紗
は
始
め
に
数
機
時
岡
教
法
流
布
の
前
后
等
の
五
義

を
知
ら
し
め
、
而
し
て
此
れ
を
知
る
者
を
、
日
本
国
の
国

師
ご
も
成
る
可
き
ど
一
五
ふ
、
蓋
し
法
華
経
は
三
説
超
過
諸

経
中
王
最
鋳
第
一
争
る
事
を
知
る
を
以
の
故
な
り
D

而
し

て
此
等
に
迷
へ
る
光
宅
法
雲
道
場
恵
観
等
を
皐
て
、
天
台

大
師
ご
封
し
、
他
艇
の
法
華
経
に
勝
る
ご
云
J
A

者
は
「
舌

嫡
日
中
』
又
は
『
可
堕
阿
鼻
地
獄
」
等
ど
云
ム
。
此
れ
に

反
し
て
、
此
の
五
義
を
鱗
へ
能
く
訣
華
経
ご
僚
経
等
の
相

異
を
排
ず
る
者
を
、
弘
教
の
正
師
ご
す
と
仰
せ
ら
る
、
叉

本
紗
は
蒋
曾
御
一
一
吠
所
設
の
教
法
を
擢
貨
に
分

τ、
権
を

拾
℃
、
買
を
説
く
べ
し
ご
敢
へ
、
若
し
此
れ
仁
不
従
時
は

即
ち
、
法
華
経
に
は
「
一
向
説
小
乗
不
説
法
華
経
悌
可
憤

慨
貧
」
一
吉
云
ご
説

3
、
叉
浬
柴
艇
に
は
「
一
向
用
小
乗
経

云
悌
無
常
品
人
舌
可
欄
日
中
」
云
一
五
ご
説
〈
事
を
明
し
又

所
被
の
機
を
奉
て
弘
教
者
必
ず
機
を
知
る
べ
し
ご
、
而
し

で
誘
法
の
者
に
は
一
向
じ
法
華
経
を
説
く
べ
し
、
然
ら
ば

者
鼓
の
縁
ど
争
ら
ん
ご
、
而
し
て
智
者
に
は
、
先
づ
小
乗

よ
ら
擢
大
乗
を
教
へ
、
後
に
寛
大
乗
を
激
へ
、
患
者
に
は

先
づ
寛
大
乗
を
教
ム
ペ
し
。

然
れ
ば
、
此
慮
に
信
諺
両
機
下
種
往
を
得
る
事
を
敬
ふ

攻
じ
戚
臆
道
交
の
時
節
を
明
す
に
、
弘
政
上
時
に
臆
ず
る

の
教
を
説
く
べ
し
さ
、
即
今
末
訟
は
正
し
〈
法
華
弘
通
の

時
節
な
る
事
を
明
す
。
弐
ぎ
仁
偽
敢
は
必
ず
園
仁
依
り
て

弘
ま
る
ぺ

3
を
示
し
て
、
闘
に
市
東
岡
大
乗
閥
等
揮
々
有

る
中
、
今
日
本
因
は
一
向
大
乗
闘
争
る
を
明
す
、
究
ぎ
仁

教
法
流
布
の
前
后
を
明
し
て
、
即
共
闘
に
於
て
先
に
弘
ま

ち
た
る
款
を
知

τ后
の
教
を
弘
む
べ
し
、
所
謂
先
主
に
小

弟
権
大
乗
弘
ま
り
な
ば
后
に
必
ず
賀
大
乗
を
弘
む
べ
し
ご

例
せ
ば
、
捨
克
磯
吋
取
金
珠
去
も
拾
金
取
不
可
取
克
磯
ご

教
へ
給
ム
、
即
ち
迷
謬
孟
網
の
邪
帥
ご
其
仁
H
本
闘
の
衆

〔幻）



生
は
一
切
経
の
擢
賓
の
教
に
ま
よ
ひ
結
句
は
、
誘
法
の
者

さ
な
り
て
阿
鼻
地
獄
に
堕
す
る
者
大
地
微
塵
よ
も
り
も
多
き

を
示
す
、
叉
桓
武
天
皇
よ
b
己
来
四
百
廿
七
年
は
、
一

向
法
華
経
の
機
畠
。
即
も
博
敬
大
師
在
世
嘗
時
を
指
し
て

定
像
稲
々
過
ぎ
巳
て
、
末
法
太
た
有
近
一
五
々
此
文
仁
依
り

て
末
法
は
法
華
経
の
機
な
り
、
例
せ
ば
霊
山
入
ヶ
年
を
法

華
純
国
の
機
三
百
ふ
が
如
し
、
此
れ
、
是
等
を
機
を
知
る

者
ご
云

O
、
而
る
に
日
本
闘
の
三
升
之
一
は
、
日
本
国
は

一
向
じ
稗
名
念
仰
の
機
な
・
り
さ
云
ム
、
是
合
利
弗
の
機
に

ま
よ
へ
る
が
如
し
ご
判
じ
．
又
此
閣
は
如
来
滅
後
二
千
五

百
十
余
年
嘗
に
法
華
弘
通
の
時
な
る
に
、
園
中
の
人
は
法

事
を
扮
壬
念
悌
を
取
る
、
或
は
小
乗
戒
律
を
教
へ
て
．
叡

山
の
大
信
を
蔑
り
、
或
は
数
外
を
立
て
日
本
圃
の
衆
生
仁

一
向
小
蕪
戒
律
令
授
け
、
念
備
を
行
や
し
む
る
を
判
す
、

又
欽
明
天
皇
の
御
宇
よ
り
、
数
大
師
を
経
て
、
始
・
め

τ

法
華
の
賓
義
胤
は
れ
て
よ
り
、
一
同
法
華
を
信
じ
た
る
に

建
仁
元
年
よ
り
己
来
五
十
鈴
年
大
日
偽
陀
雄
宗
を
弘
め
法

然
隆
寛
浄
土
を
興
し
て
賓
大
蕪
を
破
す
、
き
れ
ば
宗
組
は

批
れ
等
を
指
し
て
、
Z
A
綱
不
知
迷
惑
の
者
ご
破
し
給
ム
。

叉
法
華
勤
持
品
の
交
じ
依
て
、
末
法
正
法
弘
通
の
導
師
に

は
、
必
A
V
三
類
の
強
敵
あ
る
事
b
z
一
不
し
怯
華
経
怯
師
安
楽

両
文
及
び
但
繋
艇
の
文
を
引
て
、
法
事
艇
の
行
者
仁
不
惜

身
命
を
費
悟
せ
し
め
．
叉
章
安
大
師
の
文
を
引

τ、
一
二
額

の
強
敵
を
顕
は
さ
忘
れ
ば
法
華
経
の
行
者
に
非
ず
、
法
事

経
弘
通
の
師
は
、
必
A
V
三
類
の
強
敵
を
頴
は
す
と
識
か
れ

？
w
》

O

b
s

’・E
d
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（
ニ
）
本
抄
所
願
の
教
義

－
、
機
貨
の
大
綱

悌
五
十
年
の
所
設
の
殺
を
分
別
す
る
仁
、
前
四
十
二
年

を
未
顕
異
質
、
即
も
悌
の
構
法
ご
し
、
後
八
ヶ
年
を
己
顕

異
質
ご
て
、
備
の
異
質
の
法
ご
な
す
、
横
仁
一
教
に
約
し
て

戴
通
別
園
の
回
数
ご
し
、
前
三
裁
を
擢
に
後
関
の
一
殺
を

貨
ご
す
、
所
説
の
鰹
中
小
集
権
大
露
骨
艇
を
擢
ご
鵡
し
て
、

即
悌
機
類
を
揮
ん
で
、
随
他
の
樺
詮
を
以
て
説
主
、
大
察

官
数
を
貫
ご
し
て
、
悌
内
証
異
の
之
を
以

τ純
闘
の
機
の

錦
め
仁
、
法
を
設
か
せ
給
ふ
。
之
れ
敬
に
約
す
る
の
樺
に

し
て
若
し
約
宗
せ
ば
、
悌
所
設
の
小
乗
構
終
密
教
雄
一
寸
之
れ

を
所
依
ご
錯
す
の
日
は
悉
ぐ
穫
さ
す
、
叉
大
義
頴
敷
賢
散



此
れ
を
所
依
ご
鴬
す
の
宗
は
皆
賞
な
ら
、
此
れ
を
縦
に
部

に
約
す
る
時
は
、
悌
五
十
年
所
識
の
法
華
己
前
四
十
二
年

は
是
叉
随
他
の
構
詮
な
れ
ば
、
樺
ご
し
法
華
人
年
を
貰
ご

す
、
即
五
時
仁
分
で
事
巌
阿
合
方
等
般
若
法
華
担
繋
ご
し

で
、
前
回
味
を
樺
ど
し
後
一
味
を
純
闘
一
賓
と
す
、
要
の

方
便
権
艇
は
錦
賓
施
権
に
し
て
、
爾
前
の
穫
は
法
務
に
来

て
開
曾

3
れ
、
即
も
開
権
瀬
賞
ご
な
ら
、
悌
の
樺
賞
二
智

は
一
体
ど
奇
b
、
即
も
擢
は
偽
の
外
用
に
し
て
、
賓
は
悌

内
謹
の
一
賓
守
－
hJ
、
又
樺
賓
仁
体
内
体
外
の
樺
寅
あ
旬
、
体

内
の
穣
賓
は
悌
の
内
諾
、
体
外
の
樺
賓
は
悌
の
外
用
と
な

る
な
り
、
故
に
体
内
の
樺
は
体
外
の
賓
と
な
る
争
り
、
き

れ
ば
爾
前
所
用
り
問
教
中
離
通
別
は
体
外
の
樺
同
教
は
控

内
の
権
韓
外
の
費
ご
守
る
な
ら
。

三
、
所
破
の
部
面

ι於
げ
る
彼
等
主
張
の
大
意

日
本
国
は
正
に
法
華
弘
通
の
時
期
争
る
に
係
は
ら
す
、

商
三
北
七
申
の
光
宅
寺
の
法
雲
道
場
之
恵
槻
等
は
、
頓
漸

不
定
の
三
時
教
を
立
て
、
華
厳
担
繋
は
挟
華
に
勝
れ
た
り

ご
云
ム
、
即
も
報
恩
抄
に
怯
雲
法
叫
が
一
切
経
の
中
仁
華

厳
第
一
理
繋
第
二
法
華
第
三
ど
立
つ
云
々
又
清
流
山
の
静

観
、
高
野
の
弘
法
等
は
華
巌
の
五
数
十
宗
及
び
異
言
十
住

心
諭
を
立
て
冶
華
巌
大
日
経
は
、
法
華
に
勝
れ
た
ら
ご
云

ふ
、
又
嘉
群
寺
の
吉
識
、
慈
恩
寺
の
窺
基
法
師
は
般
若
深

密
の
ニ
教
は
法
華
仁
勝
る
ご
一
五
ふ
、
此
等
の
師
は
己
が
邪

宗
を
以
て
、
諸
経
中
王
第
一
の
正
法
法
華
に
卦
し
て
、
向

勝
れ
た
ら
ご
主
娠
す
。
叉
嘗
世
の
問
中
の
人
出
法
華
経
の

機
な
る
仁
も
不
係
即
も
恵
心
は
往
生
要
集
を
作
て
又
永
槻

は
十
四
ご
杭
生
講
を
作
・
り
、
法
然
は
撰
捧
集
を
作
ち
て
、

日
本
国
は
一
向
に
稽
名
念
悌
の
機
也
等
ご
一
五
ふ
c

叉
日
本

聞
は
一
向
訟
華
経
虞
宣
流
布
の
時
街
並
び
に
一
向
法
華
経

の
闘
土
な
る
仁
、
却

τ小
乗
戒
律
を
教
へ
て
訟
華
・
を
捨
て

稀
名
念
偽
を
行
守
し
む
、
又
正
保
過
ぎ
己
て
末
法
仁
入
ら

ぬ
れ
ば
、
官
大
乗
を
数
ゆ
可
き
に
、
却
で
大
日
悌
陀
は
牒

宗
を
弘
め
、
法
然
隆
寛
は
津
土
宗
を
興
し
℃
貫
大
乗
を
破

す
此
れ
悉
〈
、
彼
等
の
主
張
ご
す
る
所
争
ら
。

三
、
本
抄
所
頼
の
剣
帽
稗

塾
組
は
御
一
代
を
五
網
を
以
て
判
稗
さ
れ
た
b
、
先
づ

本
抄
所
頴
の
敬
相
判
蒋
は
一
初
経
律
論
五
千
四
十
人
容
瓦

百
八
十
秩
を
小
業
大
乗
権
教
賓
敢
額
数
密
敢
に
升
ち
此
れ

(2：ヌ



従
論
師
人
師
不
出
自
悌
説
起
れ
ば
、
十
方
世
界
の
一
切
衆

生
無
人
可
用
之
と
一
五
ひ
不
用
之
の
者
を
外
遁
ご
す
、
共
れ

外
道
の
如
き
は
、
唯
現
在
一
世
を
説
て
・
過
末
じ
及
ば
ず
尤

も
天
持
一
の
外
遣
は
人
界
の
外
じ
天
界
を
明
か
し
、
現
在
の

外
に
過
未
を
設
く
と
雄
も
、
其
の
所
説
た
る
徹
底
せ
ざ
れ

ば
此
れ
を
深
遠
な
る
我
悌
数
じ
比
し
て
所
詮
爾
余
の
外
道

芝
五
十
歩
百
歩
の
論
じ
堕
す
る
也
。
さ
れ
ば
翠
賢
等
の
名

も
悌
陀
の
教
へ
よ
り
此
れ
を
見
れ
ば
、
貨
に
一
牽
未
断
の

凡
夫
也
、
然
る
に
備
は
三
惑
を
断
じ
分
断
獲
易
二
種
の
生

死
を
離
れ
た
る
異
の
事
者
品
。
彼
れ
は
一
往
の
理
を
説
〈

吉
雄
も
究
兎
の
深
理
に
非
ず
、
此
れ
は
絶
待
究
兎
の
深
理

を
設
さ
衆
生
出
離
の
要
道
を
一
不
す
ご
又
一
代
経
を
小
乗
ご

大
乗
と
仁
分
も
、
阿
合
経
等
を
小
乗
ご
す
、
而
し
て
華
厳

方
等
般
若
法
華
を
大
乗
と
す
、
若
し
約
宗
せ
ば
倶
合
成
賓

律
は
小
乗
艦
仁
し
て
、
僚
は
皆
大
乗
畠
。
回
数
中
に
は
初

一
小
乗
後
三
大
乗
ご
す
る
品
。
叉
樺
貫
に
分

τ、
四
十
余

年
末
顕
異
質
を
樺
ご
し
、
入
ヶ
年
法
華
己
頴
異
質
を
賓
ご

す
、
即
も
法
華
二
華
大
事
を
設
さ
、
内
証
匁
法
門
を
稽
す

故
品
。
叉
四
敷
中
前
三
殺
を
構
ご
し
，
後
一
殺
を
賞
ご
す

而
し
℃
浅
劣
な
る
権
大
乗
経
等
を
捨
て
て
、
深
勝
な
る
賞

大
乗
仁
付
く
べ
し

ε仰
せ
ら
る
、
又
機
を
設
く
じ
機
に
は

有
信
、
無
信
、
有
智
、
無
智
、
善
人
、
悪
人
、
金
師
説
衣

者
の
如
き
叉
隼
鼻
大
機
小
機
ニ
乗
菩
薩
機
等
あ
り
、
然
る

じ
今
日
本
の
衆
生
は
、
桓
武
帝
己
来
四
百
余
年
仁
し
て

一
向
じ
法
華
経
の
機
也
。

3
れ
ば
妙
一
尼
抄
仁
臼
く
、
天

華
大
師
云
（
、
後
五
百
歳
法
治
妙
蓮
侍
教
大
師
臼
｛
、
正

像
精
油
己
て
末
法
太
有
近
法
華
一
乗
の
機
今
正
是
時
ぜ
」
仰

せ
ら
る
、
雄
然
某
の
大
機
の
無
き
を
見
て
は
、
錦
め
に
小

乗
の
法
を
設
け
さ
此
れ
を
知
ら
守
し
て
、
小
を
設
か
ば
即

も
大
縁
を
妨
げ
ん
と
、
故
に
所
設
は
小
機
大
機
誘
法
の
者

に
係
ら
ず
、
末
法
仁
は
大
乗
を
可
読
ご
小
乗
の
者
陥
れ
を

解
せ
ず
ど
錐
も
‘
毒
鼓
の
縁
ご
鋳
る
也
。
叉
時
を
説
〈
に

如
来
滅
後
二
千
二
百
一
十
除
年
此
れ
後
五
百
方
法
華
麗
宣

流
布
の
時
占
か
ら
ど
、
即
も
時
に
は
正
像
末
の
三
時
あ
ち
て

今
は
正
し
く
、
第
三
末
法
の
時
な
b
ご
、
正
像
に
は
涜
樹

天
豊
侍
致
等
出

τ、
構
大
乗
即
も
法
の
華
階
掃
を
数
ゆ
、

末
法
乙
そ
本
化
別
付
喝
の
上
行
出
て
て
、
弘
通
す
ぺ
き
時

節
奇
・
9
、
宗
組
は
大
集
綬
の
文
を
収
て
樽
滅
後
二
千
五
百

【24)



年
間
の
第
五
の
五
百
歳
闘
詩
堅
固
の
時
に
嘗
て
、
備
法
正

に
隠
設
せ
ん
ご
す
る
時
代
中
守
れ
ば
、
機
根
劣
等
な
る
を
見

で
憶
病
輿
薬
の
法
を
以
て
、
猫
k

リ
満
法
問
顕
の
妙
周
を
具

へ
た
る
我
が
本
門
の
大
法
を
、
弘
通
せ
し
む
ぺ
き
な
り
ご

云
ム
。
次
仁
園
舎
設
く
に
、
宗
祖
巳
前
諸
国
を
見
渡
す
る

一
向
小
乗
圏
一
向
大
大
乗
閥
等
種
今
の
闘
有
b
－
、
今
日
本

園
の
如
き
一
向
賀
大
乗
園
仁
は
、
須
ら
〈
法
華
経
を
説
く

べ
き
奇
り
ど
、
然
る
に
嘗
時
の
者
過
て
、
小
乗
戒
律
等
を

数
ふ
、
即
も
賢
器
に
械
食
を
入
れ
た
る
が
如
し
、
ご
弐
に

教
法
流
布
の
前
後
を
判
岬
押
す
る
に
、
我
閣
は
巳
に
権
大
乗

経
の
弘
ま
b
た
る
闘
な
れ
ば
、
前
後
を
考
ふ
る
に
正
し
〈

貫
大
乗
経
の
弘
通
詰
る
べ
き
闘
争
り
。
即
も
其
の
所
縁
の

固
と
所
卦
の
機
ご
其
の
流
布
の
時
代
等
を
勘
ふ
る
故
也
。

上
来
宗
組
は
一
書
を
通
じ
て
、
五
綱
を
以
て
判
創
作
さ
れ
間

断
争
く
一
切
衆
生
を
誠
め
ら
れ
た
b
c

四
、
本
抄
所
顧
の
数
理
概
要

本
抄
白
か
ら
樺
賓
相
針
な
る
事
は
前
惑
の
却
し
、
穣
貨

に
体
内
体
外
の
樺
賓
あ
b
、
天
肇
一
家
の
擢
を
破
す
る
意

は
、
若
破
若
立
皆
是
法
の
意
の
格
式
を
以
て
即
ち
体
外
の

樺
を
破
す
る
時
は
、
数
仁
執
す
る
憂
ひ
あ
り
、
故
に
爾
前

経

ee騒
す
る
の
原
を
究
め
、
体
内
の
樺
に
約
す
る
時
は
、

矯
費
施
構
開
擢
顕
賓
の
轍
を
以
て
爾
前
の
敢
行
人
理
を
曾

し

τ悉
く
一
一
砲
に
蹄
せ
し
め
ん
ど
稽
し
、
然
し

τ更
ら
に

権
賓
一
・
也
と
雄
も
、
構
は
構
、
質
は
自
ら
貨
な
る
事
を
明

か
し
て
一
宮
ふ
に
、
夫
れ
体
内
擢
賓
の
相
即
に
約
す
る
時
は

備
は
三
界
有
漏
の
心
等
邪
見
の
厳
王
悪
逆
の
調
達
を
も
、

如
来
所
歎
の
内
体
の
方
便

εせ
b
、
き
れ
ば
ご
て
強
も
悪

人
に
悪
を
勘
む
る
義
脚
も
無
し
、
然
り
ご
雄
も
体
内
の
擢

融
通
所
を
見
て
瀧
り
に
体
内
の
構
に
執
す
る
に
非
ず
、
然

る
に
今
は
体
内
幹
外
を
艇
〈
了
達
す
る
故

ι、
勝
内
の
樺

を
別
に
誘
し
且
つ
破
せ
ず
、
故
仁
宗
姐
は
悌
組
の
定
を
守

’
り
、
執
樺
誘
貨
の
者
を
本
抄
に
於
で
苛
責
す
、
き
れ
ば
随

て
権
質
雑
乱
の
迷
を
防
ぐ
の
み
な
ら
？
、
備
法
中
怨
の
責

め
を
弛
れ
た
り
。
ふ
・
惟
ふ
に
本
抄
は
一
に
A
1
艇
の

A

賞
金
以

て
、
爾
前
の
樺
を
破
す
べ
き
を
一
ポ
す
、
此
れ
執
貨
誘
構
ご

は
、
花
殿
、
異
言
宗
等
を
指
す
此
等
爾
前
の
経
φ
を
判
じ

叉
爾
前
経
を
依
遜
ご
す
る
宗
の
設
を
破
す
。

叉
本
抄
は
宗
姐
天
豊
付
順
則
も
佐
前
の
怯
門
争
れ
ば
、

t25〕



自
然
述
内
を
所
依
ご
し
て
、
比
れ
に
封
す
る
棲
教
を
破
す

る
な
り
。
所
頴
の
如
〈
、
建
門
の
敢
じ
依
て
理
具
の
賞
相

を
明
す
、
此
れ
自
然
数
理
の
ニ
方
面
に
分
る
る
な
り
o
迩

化
の
理
談
は
控
門
の
十
如
賓
相
の
文
に
依

τ、
彼
の
三
千

の
法
相
は
、
十
界
互
具
を
以
て
其
詮
ご
す
る
な
れ
共
、
其

の
十
界
瓦
具
は
、
必
ず
十
如
仁
依
て
起
る
故
品
。
吾
組
彼

の
理
観
を
示
す
に
十
如
ご
共
に
欲
令
・
衆
生
開
悌
智
見
の
文

を
皐
げ
給
ふ
は
、
唯
・
衆
生
心
具
の
旨
を
嬬
は
さ
ん
が
錦
・
品

宵
相
の
理
は
巳
じ
十
如
に
依

τ．
撤
は
る
ご
雌
も
、
之
れ
を

惟
悌
陀
智
見
の
境
に
託
す
る
の
み
に
し

τ、
衆
生
の
解
仁

約
す
る
に
非
ら
ず
、
庚
聞
に
至
り
偽
欲
ム
ザ
衆
生
開
悌
智
見

ご
説
く
じ
及
ひ
、
衆
生
始
め
て
心
具
の
旨
を
領
す
る
品
。

之
れ
を
以
て
質
相
を
頴
設
す
る
事
は
、
十
如
の
妙
境
に
如

〈
は
無
し
、
心
具
分
間
な
る
事
は
開
偽
智
見
の
文
仁
如
く

は
無
し
ご
知
る
ぺ
き
な
L

リ
、
究
に
理
を
一
五
は
v
h

理
具
の
三

千
則
も
共
の
一
念
は
、
凡
夫
の
根
塵
相
掛
介
爾
牛
誠
の
一

念
を
一
五
ひ
、
買
に
事
相
微
細
也
ど
雄
も
、
理
性
仁
三
千
の

諸
法
を
具
し
て
快
減
無
し
、
而
し
て
宗
組
は
此
の
教
理
を

以
で
般
若
浬
繋
の
三
時
数
花
肢
の
五
教
十
宗
国
高
一
一
員
の
十
住

心
論
等
・
ぞ
破
す
る
な
り
、
殊
に
花
践
の
別
敬
一
乗
岡
敬
一

乗
等
の
立
方
を
破
す
る
・
也
。
ー
ハ
以
下
次
務
）
i

〔 ~fiJ

論
妙
法
五
字
奥
三
大
秘
法
関
係

藤

光

E竪

回

－

圃

天

、

総

論

宗
教
ー
と
は
宇
宙
の
神
秘
を
聞
出
し
て
、
専
ら
人
心
の
奥

底
を
支
配
す
る
も
の
に
し
て
、
異
仁
凶
家
粍
倫
の
根
本
、

世
界
文
明
の
源
泉
ど
も
稽
す
べ
き
も
の
是
品
。

而
し
て
諸
宗
教
中
三
千
宥
鈴
年
背
、
南
方
亜
細
亜
中
印

度
仁
降
誕
せ
ら
れ
た
る
、
大
型
搾
迦
牟
尼
の
問
主
給
へ
る

悌
教
は
、
内
に
入
高
四
干
の
法
門
を
合
し
、
外
に
衆
生
救

携
の
力
を
有
す
る
、
最
勝
無
ニ
の
宗
教
品
。

一
言
仁
悌
教
と
稀
す
る
も
、
敷
山
ポ
多
種
、
所
国
的
小
大
偏

闘
顕
密
樺
質
本
逃
等
の
別
あ
り
と
雄
も
、
質
仁
一
悌
散
の
真

髄
を
説
け
る
も
の
は
唯
一
乗
の
み
あ
り
て
、
こ
も
無
〈
亦

三
も
無
主
・
也
。

五
綱
判
教
に
依
て
、

一
代
理
教
の
滞
深
を
閉
め
、
滅
後


